
平成２６年２月２７日　開会

付議事件 事　　件　　名 議決結果 要　　　　　　　旨

報告第1号 承　認

議案第1号 原案可決

議案第2号 原案可決

議案第3号 原案可決

議案第4号 原案可決

平成２６年度御坊日高老人福
祉施設事務組合一般会計予算
について

平成２６年度御坊日高老人福
祉施設事務組合特別養護老人
ホーム事業特別会計予算につ
いて

　平成25年12月25日専決処分の報告。
・勤務一時間当りの給与額の算出方法を労働
基準法に準じた方法に変更
・55歳を超える職員の昇給抑制
・待機手当の創設

　地方公務員の雇用と年金の接続を計るよう
国からの要望があることに伴い、公的年金の
支給開始年齢に達するまでの間、希望する職
員については再任用を行うこととする条例の
制定。

　平成26年2月14日に発生した物損事故に係
る損害賠償について議決を求めるもの。

　平成26年度一般会計予算
　歳入歳出予算総額　491,210千円
（前年度比 △45,674千円)
　主な事業
・養護和室改修工事費　7,700千円
・介護用ベッド購入費　8,791千円
・送迎用車両購入費　　3,800千円

　平成26年度特別養護老人ホーム事業特別会
計予算
　歳入歳出予算総額　1,117,929千円
（前年度比 △3,264千円)

御坊日高老人福祉施設事務組
合職員の再任用に関する条例
の制定について

平成２６年第１回御坊日高老人福祉施設事務組合定例会議決結果

職員の給与等に関する条例の
一部を改正する条例の専決処
分の承認を求める件について

損害賠償の額を定めることに
ついて


